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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。これによって，JIS C 8992-1:2010 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 61730 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 61730-1 第 1 部：構造に関する要求事項 

JIS C 61730-2 第 2 部：試験に関する要求事項 
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太陽電池（PV）モジュールの安全適格性確認－ 

第 1 部：構造に関する要求事項 

Photovoltaic (PV) module safety qualification- 

Part 1: Requirements for construction 

 
序文 

この規格は，2016 年に第 2 版として発行された IEC 61730-1 を基とし，国内状況を鑑みて，火災試験方

法を加えるなどの規格内容の一部を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，電気的にも機械的にも安全な運転を達成するため，太陽電池（PV）モジュール（以下，PV

モジュールという。）の安全適格性確認のうち，構造に関する基本的な要求事項について規定する。この規

定では，機械的作用又は環境の影響で発生する感電，火災及び人的傷害の防止を評価するための具体的な

項目を提供している。この規格は，構造に関する個別の要求事項を規定しており，JIS C 61730-2 は，試験

に関する要求事項を規定している。 

この JIS C 61730 規格群では，屋外の気候条件下で長期運転に適した地上設置の PV モジュールの要求事

項を定めている。この規格は，薄膜系モジュールはもちろん結晶シリコン系モジュールといった，全ての

地上設置平板形 PV モジュールの材料及び部品に適用する。 

この規格を適用する PV モジュールは， 大直流システム電圧 1 500 V 以下のものに限定される。 

この規格は，様々な PV モジュールの様々な用途のための基本要求事項を定めるが，法令・法規又は地

域の条例を網羅できてはいない。例えば，建築関連，船舶，車両での使用に対する特別な要求事項につい

ては網羅していない。 

この規格は，集積インバータ，コンバータ又は出力を停止させる機能をもつ電力変換装置，監視電子機

器，制御電子機器などと PV モジュールとを組み合わせた製品に関する特別要求事項は取り扱わない。 

この規格の一部は，3 倍未満の低倍率で集光する平板形 PV モジュールに適用してもよいが，特にこれ

らの懸案事項は記載しない。 

この規格は，JIS C 61215 規格群の試験手順に対応した構成となっているため，供試体の単一セットを，

PV モジュールの安全設計及びその認証の両方に用いてもよい。 

この規格の目的は，安全性に関して PV モジュールの構造に関する要求事項を定義することである。こ

れらの要求事項は，PV モジュールの間違った適用及び使用を，又は火災，感電及び人的傷害を生じる可

能性のある原材料及び部品の不具合を 小限にすることを意図している。 

関連する規格に概説されている追加の構造に関する要求事項，又は目的とする場所での PV モジュール


